
様式第８号の６（第１面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業概況報告書 

  ①   年  月  日 

 厚生労働大臣 殿 

② 提出者            

 

職業安定法第 43条の５の規定により、下記のとおり事業概況報告書を提出します。 

 

③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 
 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

⑥ 代 表 者 

役 名 
 

氏 名
（ふりがな）

 
 

 

Ⅰ.公表項目 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑧ 職業安定法第４条 

 第６項に掲げる行為の 

うち該当するもの 

⑨ ＵＲＬ 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 



様式第８号の６（第２面） 

Ⅱ ６月１日現在の状況報告 
１ 労働者の募集に関する情報を提供している場合 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑩ 労働者の募集に 

関する情報の概数 

⑪ 情報を収集している 

労働者になろうとする者 

に関する情報の概数 

   

   

   

   

   

 

⑫ 概数に係る説明 

 

 

 

 

 

２ 労働者になろうとする者に関する情報を提供している場合 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑬ 労働者になろうとする者

に関する情報の概数 

⑭ 労働者になろうとする

者に関する情報の 

提供先の概数 

   

   

   

   

   

 

⑮ 概数に係る説明 
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３ 提供するサービスの概要 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 
⑯ サービスの概要 

  

  

  

  

  

 

４ 適切な事業運営に関する事項 

 ⑰ 法第５条の４第１項及び第３項の規定に基づく労働者の募集に関する情報又は労働

者になろうとする者に関する情報の的確な表示のために措置に関する事項 

 ＜法第５条の４第１項（虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示の禁止）について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第８号の６（第４面） 

 

＜法第５条の４第３項（正確かつ最新の内容に保つために講ずる措置）について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ 法第５条の５第１項の規定に基づき求職者等に明らかにしている業務の目的及び同

条第２項の規定に基づき個人情報を適正に管理するために講じている措置 

＜法第５条の５第１項の規定に基づき求職者等に明らかにしている業務の目的＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜法第５条の５第２項の規定に基づき個人情報を適正に管理するために講じている措置＞  

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 法第 43 条の７第２項の規定に基づき、苦情の処理のために整備している体制に関す

る事項 
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記載要領 

１ ①欄には、事業概況報告書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、提出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ 「Ⅰ.公表項目」に記載の事項は、人材サービス総合サイトにおいて公開されるもので

あるため留意すること。 

 

６ ⑦欄には、提供する主なサービスにおいて用いている名称を記載すること。所定の欄に

記載し得ないときには別紙を記載して添付すること。 

 

７ ⑧欄には、職業安定法第４条第６項各号に掲げる行為のうち、⑦欄に記載したサービス

が該当するものを記載すること。複数該当するものがある場合は、全て記載すること。 

 

８ ⑨欄には、⑦欄で記載したサービスがインターネットを通じて提供される場合、その代

表的なＵＲＬを記載すること。 

 

９ ⑩欄、⑪欄、⑬欄及び⑭欄には、単位を付して記載をすること。 

 

10 ⑩欄の労働者の募集に関する情報並びに⑪欄及び⑬欄の労働者になろうとする者に関

する情報の概数並びに⑭欄の労働者になろうとする者に関する情報の提供先の概数につ

いて、集計上の留意事項がある場合には⑫欄及び⑮欄に記載すること。所定の欄に記載し

得ないときは別紙に記載して添付すること。 

 

11 ⑯欄には、提供している情報の内容、事業において料金を支払っている者、料金に関す

る事項その他サービスの概要について記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙

に記載して添付すること。 

 

12 ⑱欄には、実際に求職者等に明示している目的を転記すること。所定の欄に記載し得な

いときは別紙に記載して添付すること。 


